
第１７号様式（第１７条関係）  

告示第１０６号   

 

弁明の機会付与公示通知書  

 

不 利 益 処 分 の 名 宛 人 と な る べ き 者 の 所 在 が 判 明 し な い の で 、  

 

                             の規定により、 

 

下記のとおり公示します。  

 なお、不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、弁明の機会付与通知書

をいつでも交付します。  

 

  令和８年６月１１日  

 

 

 富里市長  五十嵐  博  文       

 

記  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 氏 名  
山岡  望  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 住 所  

千 葉 県 富 里 市日 吉 台 ３ 丁 目 ３ ６番 地 ９  ビ ア ラ ン カ

日吉台Ｅ号  

弁 明 書 の 提 出 先  富里市役所  国保年金課  

弁 明 書 の 提 出 期 限  令和８年６月３０日  

聴 聞 に 関 す る 事 務 を  

所 掌 す る 組 織 の 名 称  

及 び 所 在 地  

富里市役所健康福祉部国保年金課  

富里市七栄６５２番地１  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 有 無  
無  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 場 所  
 

備考  この掲示を始めた日から起算して２週間を経過したときに、弁明の機会

付与通知書の送達があったものとみなされます。

行政手続法第３１条において準用する同法第１５条第３項  

富里市行政手続条例第３０条において準用する同条例第１５条第３項  



第１７号様式（第１７条関係）  

告示第１０６号の２   

 

弁明の機会付与公示通知書  

 

不 利 益 処 分 の 名 宛 人 と な る べ き 者 の 所 在 が 判 明 し な い の で 、  

 

                             の規定により、 

 

下記のとおり公示します。  

 なお、不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、弁明の機会付与通知書

をいつでも交付します。  

 

  令和８年６月１１日  

 

 

 富里市長  五十嵐  博  文       

 

記  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 氏 名  
佐藤  均  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 住 所  
千葉県富里市十倉１３１番地１５２  

弁 明 書 の 提 出 先  富里市役所  国保年金課  

弁 明 書 の 提 出 期 限  令和８年６月３０日  

聴 聞 に 関 す る 事 務 を  

所 掌 す る 組 織 の 名 称  

及 び 所 在 地  

富里市役所健康福祉部国保年金課  

富里市七栄６５２番地１  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 有 無  
無  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 場 所  
 

備考  この掲示を始めた日から起算して２週間を経過したときに、弁明の機会

付与通知書の送達があったものとみなされます。

行政手続法第３１条において準用する同法第１５条第３項  

富里市行政手続条例第３０条において準用する同条例第１５条第３項  



第１７号様式（第１７条関係）  

告示第１０６号の３   

 

弁明の機会付与公示通知書  

 

不 利 益 処 分 の 名 宛 人 と な る べ き 者 の 所 在 が 判 明 し な い の で 、  

 

                             の規定により、 

 

下記のとおり公示します。  

 なお、不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、弁明の機会付与通知書

をいつでも交付します。  

 

  令和８年６月１１日  

 

 

 富里市長  五十嵐  博  文       

 

記  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 氏 名  
佐々木  玲辰  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 住 所  
千葉県富里市十倉１２５番地８７  

弁 明 書 の 提 出 先  富里市役所  国保年金課  

弁 明 書 の 提 出 期 限  令和８年６月３０日  

聴 聞 に 関 す る 事 務 を  

所 掌 す る 組 織 の 名 称  

及 び 所 在 地  

富里市役所健康福祉部国保年金課  

富里市七栄６５２番地１  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 有 無  
無  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 場 所  
 

備考  この掲示を始めた日から起算して２週間を経過したときに、弁明の機会

付与通知書の送達があったものとみなされます。

行政手続法第３１条において準用する同法第１５条第３項  

富里市行政手続条例第３０条において準用する同条例第１５条第３項  



第１７号様式（第１７条関係）  

告示第１０６号の４   

 

弁明の機会付与公示通知書  

 

不 利 益 処 分 の 名 宛 人 と な る べ き 者 の 所 在 が 判 明 し な い の で 、  

 

                             の規定により、 

 

下記のとおり公示します。  

 なお、不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、弁明の機会付与通知書

をいつでも交付します。  

 

  令和８年６月１１日  

 

 

 富里市長  五十嵐  博  文       

 

記  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 氏 名  
ＫＨＡＤＫＡ  ＡＫＡＳＨ  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 住 所  

千 葉 県 富 里 市日 吉 台 １ 丁 目 ５ 番地 ４  ク レ セ ン ト 日

吉台２０３  

弁 明 書 の 提 出 先  富里市役所  国保年金課  

弁 明 書 の 提 出 期 限  令和８年６月３０日  

聴 聞 に 関 す る 事 務 を  

所 掌 す る 組 織 の 名 称  

及 び 所 在 地  

富里市役所健康福祉部国保年金課  

富里市七栄６５２番地１  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 有 無  
無  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 場 所  
 

備考  この掲示を始めた日から起算して２週間を経過したときに、弁明の機会

付与通知書の送達があったものとみなされます。

行政手続法第３１条において準用する同法第１５条第３項  

富里市行政手続条例第３０条において準用する同条例第１５条第３項  



第１７号様式（第１７条関係）  

告示第１０６号の５   

 

弁明の機会付与公示通知書  

 

不 利 益 処 分 の 名 宛 人 と な る べ き 者 の 所 在 が 判 明 し な い の で 、  

 

                             の規定により、 

 

下記のとおり公示します。  

 なお、不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、弁明の機会付与通知書

をいつでも交付します。  

 

  令和８年６月１１日  

 

 

 富里市長  五十嵐  博  文       

 

記  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 氏 名  
ナザール  イマーム  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 住 所  
千葉県富里市中沢１１６１番地  

弁 明 書 の 提 出 先  富里市役所  国保年金課  

弁 明 書 の 提 出 期 限  令和８年６月３０日  

聴 聞 に 関 す る 事 務 を  

所 掌 す る 組 織 の 名 称  

及 び 所 在 地  

富里市役所健康福祉部国保年金課  

富里市七栄６５２番地１  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 有 無  
無  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 場 所  
 

備考  この掲示を始めた日から起算して２週間を経過したときに、弁明の機会

付与通知書の送達があったものとみなされます。

行政手続法第３１条において準用する同法第１５条第３項  

富里市行政手続条例第３０条において準用する同条例第１５条第３項  



第１７号様式（第１７条関係）  

告示第１０６号の６   

 

弁明の機会付与公示通知書  

 

不 利 益 処 分 の 名 宛 人 と な る べ き 者 の 所 在 が 判 明 し な い の で 、  

 

                             の規定により、 

 

下記のとおり公示します。  

 なお、不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、弁明の機会付与通知書

をいつでも交付します。  

 

  令和８年６月１１日  

 

 

 富里市長  五十嵐  博  文       

 

記  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 氏 名  

ア ル ッ ト  ムハ ン デ ィ ラ ミ ラ ゲ  サ ミ ー ラ  マ リ ン

ダ  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 住 所  
千葉県富里市中沢３２２番地２８  

弁 明 書 の 提 出 先  富里市役所  国保年金課  

弁 明 書 の 提 出 期 限  令和８年６月３０日  

聴 聞 に 関 す る 事 務 を  

所 掌 す る 組 織 の 名 称  

及 び 所 在 地  

富里市役所健康福祉部国保年金課  

富里市七栄６５２番地１  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 有 無  
無  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 場 所  
 

備考  この掲示を始めた日から起算して２週間を経過したときに、弁明の機会

付与通知書の送達があったものとみなされます。

行政手続法第３１条において準用する同法第１５条第３項  

富里市行政手続条例第３０条において準用する同条例第１５条第３項  



第１７号様式（第１７条関係）  

告示第１０６号の７   

 

弁明の機会付与公示通知書  

 

不 利 益 処 分 の 名 宛 人 と な る べ き 者 の 所 在 が 判 明 し な い の で 、  

 

                             の規定により、 

 

下記のとおり公示します。  

 なお、不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、弁明の機会付与通知書

をいつでも交付します。  

 

  令和８年６月１１日  

 

 

 富里市長  五十嵐  博  文       

 

記  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 氏 名  

Ｗ Ｅ Ｅ Ｒ Ａ Ｋ Ｏ Ｏ Ｎ  Ｍ Ｕ Ｄ Ｉ Ｙ Ａ Ｎ Ｓ Ｅ Ｌ Ａ Ｇ Ｅ  Ｓ Ｈ

Ａ Ｌ Ｉ Ｔ Ｈ Ａ  Ｕ Ｍ Ｅ Ｓ Ｈ Ａ  Ｒ Ａ Ｔ Ｈ Ｎ Ａ Ｙ Ａ Ｋ Ａ  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 住 所  
千葉県富里市七栄７２９番地１０  

弁 明 書 の 提 出 先  富里市役所  国保年金課  

弁 明 書 の 提 出 期 限  令和８年６月３０日  

聴 聞 に 関 す る 事 務 を  

所 掌 す る 組 織 の 名 称  

及 び 所 在 地  

富里市役所健康福祉部国保年金課  

富里市七栄６５２番地１  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 有 無  
無  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 場 所  
 

備考  この掲示を始めた日から起算して２週間を経過したときに、弁明の機会

付与通知書の送達があったものとみなされます。

行政手続法第３１条において準用する同法第１５条第３項  

富里市行政手続条例第３０条において準用する同条例第１５条第３項  



第１７号様式（第１７条関係）  

告示第１０６号の８   

 

弁明の機会付与公示通知書  

 

不 利 益 処 分 の 名 宛 人 と な る べ き 者 の 所 在 が 判 明 し な い の で 、  

 

                             の規定により、 

 

下記のとおり公示します。  

 なお、不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、弁明の機会付与通知書

をいつでも交付します。  

 

  令和８年６月１１日  

 

 

 富里市長  五十嵐  博  文       

 

記  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 氏 名  

Ｈ Ｅ Ｒ Ａ Ｔ Ａ Ｈ  Ｍ Ｕ Ｄ Ｉ Ｙ Ａ Ｎ Ｓ Ｅ Ｌ Ａ Ｇ Ｅ  Ａ Ｎ Ｕ Ｓ

Ｈ Ｋ Ａ  Ｄ Ｉ Ｍ Ｕ Ｔ Ｈ Ｕ  Ｋ Ｕ Ｍ Ａ Ｒ Ａ  Ｈ Ｅ Ｒ Ａ Ｔ Ｈ  

不 利 益 処 分 の 名 宛 人  

と な る べ き 者 の 住 所  
千葉県富里市七栄７２９番地１０  

弁 明 書 の 提 出 先  富里市役所  国保年金課  

弁 明 書 の 提 出 期 限  令和８年６月３０日  

聴 聞 に 関 す る 事 務 を  

所 掌 す る 組 織 の 名 称  

及 び 所 在 地  

富里市役所健康福祉部国保年金課  

富里市七栄６５２番地１  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 有 無  
無  

口 頭 に よ る 弁 明 の  

機 会 付 与 の 場 所  
 

備考  この掲示を始めた日から起算して２週間を経過したときに、弁明の機会

付与通知書の送達があったものとみなされます。

 

行政手続法第３１条において準用する同法第１５条第３項  

富里市行政手続条例第３０条において準用する同条例第１５条第３項  


